二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機器　応札仕様書

	住所
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	連絡先電話番号
	

	納入予定品

	メーカー：
型　　式：



１　測定に係る仕様
	要求仕様
	納入予定品仕様

	本契約で購入する機器は、令和８年（2026年）４月以降に製造された未使用品とすること。
	

	また、下記によるもの以外は、「環境大気常時監視マニュアル第６版」第３章3.3　二酸化硫黄自動測定機のうち、3.3.1　紫外線蛍光法自動測定機の基本仕様及び第３章3.5　浮遊粒子状物質自動測定器のうち、3.5.1　べータ線吸収自動測定器の基本仕様を満たすものとする。
	

	（１）
	測定対象
	大気中の二酸化硫黄（SO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）

	

	（２）
	測定方式
	二酸化硫黄：紫外線蛍光法（JIS B 7952:2004）
浮遊粒子状物質：ベータ線吸収法（JIS B 7954:2001）
	

	（３）
	線源
	浮遊粒子状物質の測定に使用する線源は密封線源で炭素14（14C）、10MBq未満とする。
	

	（４）
	性能
	

	
	1）測定範囲

	ア　二酸化硫黄
瞬時値： 0～0.05/0.1/0.2/0.5/1 ppm
積算値： 0～0.05/0.1/0.2/0.5/1 ppm
（適切なレンジ切換え（手動及び自動）が可能であ
ること。）
イ  浮遊粒子状物質
0～1000/5000 μg/m3
（適切なレンジ切換え（手動及び自動）が可能であること。）
	

	
	2）自動校正機能
	二酸化硫黄
校正用ガスを用いて、自動校正が可能であること。ただし、校正用ガス希釈装置の仕様は以下のとおりとする。ア　希釈対象ガス
SO2
イ　調整方式
ゼロガス：大気精製方式、
スパンガス：流量比混合法
ウ　ゼロガス純度
1ppb以下
エ　希釈精度
±２％以内
オ　繰返し性
±２％以内
カ　希釈率
100～500倍のものとすること
	

	
	3）その他
	浮遊粒子状物質
ア　試料捕集ろ紙の交換時期を判断するための残量把握機能等を計器に表示できること。
イ　回収した試料捕集ろ紙を確認する時に、日付変更箇所が判別しやすいような機能を有すること。
（例　日付変更時に捕集間隔が広く開いているなど。）　　　　
	

	（５）
	テレメータ接続部（デジタル出力）
	「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様（環境省）　最新版」に適合するデジタル出力を有すること。
	

	（９）
	その他
	

	
	ア　電源
	AC100V±10%かつ60Hzかつアース端子を有すること。
	

	
	イ　寸法
	器は全てキャスター付きのラック等に収納するものとし、ラック等の寸法がおおむね高さ1600mm以下かつ横幅600mm以下かつ奥行き650mm以下とすること。
	

	
	ウ
	停電後の電源復旧時に、自動的に測定機が起動し測定開始できること。また、他の自動測定機への影響を防止する構造、同等の機能（漏電ブレーカー）等を有すること。
	

	
	オ
	自動測定機内部の履歴（アラーム、校正履歴等）について、CSV形式でCFカード又はUSBメモリに保存可能であること。
	






２　付属品
	要求仕様
	納入予定品仕様

	(1)
	正常な始動に必要な物品
（ゼロガス調製装置圧力調整弁、ガス配管、減圧弁を含む。※１）
	測定機１台につき１式
	

	(2)
	テレメータとの接続ケーブル（甲が使用するテレメータシステム製造業者が指定したケーブルを使用すること。）
	測定機１台につき１式
	

	(3)
	CFカード又はUSBメモリ
	測定機１台につき１式
	

	(4)
	ゼロガス調製装置　※２
	測定機１台につき１式
	

	(5)
	消耗品及び定期交換部品１年分
	測定機１台につき１式
	

	(6)
	その他、測定に必要と思われる付属品
	測定機１台につき１式
	


※１　標準ガス及び標準ガス用架台は既設の物を使用するため不要。
※２　本体に同等機能を内蔵する場合は不要。また、高圧容器詰め環境用零位調整標準ガス（合成空気）を使用する場合は、ゼロガス、ガス架台、ガス配管及び減圧弁を含む。
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